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標準旅行業約款の一部改正について（周知） 

 

今般、旅行業法（昭和２７年法律第２３９号。以下「法」という。）第１２条の３に基づく

標準旅行業約款について、従来の標準旅行業約款（平成１６年国土交通省告示第１

５９３号）の一部を改正する告示を令和８年３月９日に公布し、同年４月１日に施行を

予定しているところです。 

 つきましては、新たな標準旅行業約款に係る下記事項をご了知いただき、旅行業協

会非加入の登録旅行業者に対し、下記事項を周知徹底するとともに、その旅行業者

代理業者に対しても周知徹底するよう取り計らい願います。 

 

記 

 

１．標準旅行業約款と同一の旅行業約款への変更 

旅行業者は、旅行業約款を、法第１２条の２の認可を受けようとする場合（既に認

可を受けている場合を含む。）を除き、改正後の標準旅行業約款（以下「改正標準

旅行業約款」という。）と同一のものに変更すること。 

また、法第１２条の２の認可を受けた旅行業約款を使用している旅行業者にあっ

ては、認可を受けた規定以外の箇所については、今般の改正標準旅行業約款と同

一のものに変更すること。 

なお、法第１２条の３のとおり、今般の改正標準旅行業約款へ変更したときは、法

第１２条の２第１項の規定による認可を受けたものとみなすため、新たな認可申請

は要しない。 

 

２．旅行業約款の設定及び掲示 

旅行業者は、旅行業約款を改正標準旅行業約款と同一の旅行業約款（以下「新

旅行業約款」という。）に変更する場合には、令和８年４月１日から、法第１２条の２

第３項に基づいて、営業所における掲示等を行うこと。 

 



 

３．新旅行業約款の適用 

新旅行業約款は、令和８年４月１日以降に締結される旅行契約について適用す

ること。 

  従って、令和８年３月３１日までに締結される旅行契約については、令和８年３月３

１日以降を旅行の出発日とする場合であっても、従前の旅行業約款を適用するこ

と。 

 

  


